
回収するメーカー等がある場合 

 

不用になった PCはパソコンメーカーが回収・リサイクルします。  

ほとんどのメーカーでは、インターネットからの申込みが可能となっています。 

PC リサイクルは、以下のような流れになっています。 

 

※メーカーによって回収方法が異なる場合があります。詳しくはメーカーにご確認ください。  

※「PC リサイクルマーク」の付いたパソコンでも、万一メーカーが倒産した場合などの場合は 

「パソコン 3R 推進協会」が回収し、その場合には所定の回収再資源化料金が必要となります。

※「PCリサイクルマーク」が付いていないパソコンは、回収再資源化料金が必要です。 

1.対象となる機器を確認してください対象と認下な 

申込みの際、廃棄する「製品カテゴリー(デスクトップパソコ

ン本体、ノートパソコン、液晶ディスプレイなど)」や「型番」

等の入力項目がありますので、事前に確認しておいてくださ

い。 

対象機器 

デスクトップパソコン、ノートパソコン、CRT ディスプレイ、液

晶ディスプレイ、CRTディスプレイ一体型パソコン、液晶ディス

プレイ一体型パソコン 

 

 

 



2.ＰＣリサイクルマークの有無を確認ください 
廃棄するパソコンに「PCリサイクルマーク」が付いていれば

パソコンメーカーが無償で回収・リサイクル致します。回収を

行うメーカー等がないパソコン(含むディスプレイ)は、「一般

社団法人 パソコン 3R 推進協会」が有償で回収致します。 

回収するメーカー等がない場合を参照 

 

 

 

3.対象機器のメーカーにお申込みください 

パソコンメーカーに直接お申し込みください。 回収するメーカ

ーがない場合は、「パソコン 3R 推進協会」にお申し込みくださ

い。         回収するメーカー等がない場合を参照       

※本体、ディスプレイが別々のメーカーの場合は、それぞれの

メーカーに申込が必要です。 

 

 

「PC リサイクルマーク」がある場合 

メーカーが無償で回収します。 

「PC リサイクルマーク」がない場合 

回収再資源化料金が必要です。  

お支払方法はメーカーにご確認ください。 

指定の料金の支払いをもって申し込み完了となります。 

 

4.郵送の手続きを行います 
申込み後、メーカーよりお客樣宛に「エコゆうパック伝票」が郵送されます。その後お客様自

身で梱包して頂き「エコゆうパック伝票」を貼付し、郵便局に戸口集荷を依頼するか、最寄の

郵便局（※）にお持ち込みください。 

※｢コンビニエンスストア｣・｢郵便切手類販売所｣・｢簡易郵便局｣・｢郵便局以外のゆうパック取

扱所｣では取扱できません。 

 

 

 

 

 

 

パソコンの回収するメーカーなどがない場合.docx
パソコンの回収するメーカーなどがない場合.docx
パソコンの回収するメーカーなどがない場合.docx


 

 

梱包について 

パソコンの梱包はご自身で行っていただきます。 

その際、郵送途中で破れない程度の簡易梱包をお願いします。 

梱包する際の条件は以下のようになります。 

 

デスクトップパソコンとディスプレイなど、複数台数を同時に排出する場合は、1台ずつ梱包

し、それぞれに「エコゆうパック伝票」を貼ってください。  

 



キーボードやマウスなどの標準添付品は、排出するパソコンと同じ梱包箱(もしくは袋)に入れ

てください。標準添付品以外のものは回収対象となりませんので御注意ください。 

 

 

回収方法について 

回収方法として、お宅に取りに伺う『戸口集荷』と、お客様が直接郵便局にお持ちいただく

『持込み』の 2種類の方法があります。 

 



 

※ゆうパック伝票に上記電話番号と違う番号が印刷されている場合は、どちらの電話番号でも

集荷の申込みを受付けます。ただし、ゆうパックに印刷された電話番号は受付時間が支店によ

って異なります。 

「コンビニエンスストア」、「郵便切手類販売所」、「簡易郵便局」、「郵便局以外のゆうパ

ック取扱所」では取扱いできません。 

別途輸送料金などの費用はかかりません。 

申込み内容と、回収されたパソコンが違う場合、返却させていただく場合があります。  

 


